
○解釈通知（関係部分抜粋） 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 

(平成 18 年 12 月 6 日) 

(障発第 1206001 号 ) 

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) 

 

（３）共同生活住居（基準210条第３項から第５項まで） 

①「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する１

つの建物をいう。 

ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能

な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタ

イプなど、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居と

して定めるものとする。 

なお、マンション等の建物内において、複数の共同生活住居を設置する場合におけ

る当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が、基準第 210 条第４項及び第５項に

規定する共同生活住居の入居定員を超える場合にあっては、マンション等の建物内の

全ての住戸を共同生活住居とすることは認められないこと。 

また、特にワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として認める場合に

は、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同し

て暮らせる環境作りなどに配慮されたい。 

②共同生活住居の配置、構造及び設備については、例えば、車いすの利用者がいる場合

は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用者の障害特性に応じて工夫された

ものでなければならない。 

③①の規定にかかわらず、都市部など土地の取得が極めて困難な地域等であって、次の

アからエまでのいずれにも該当するものとして、都道府県知事が特に必要と認めた場

合においては、１つの建物の中に複数の共同生活住居を設置することができるものと

する。なお、この場合の一のユニットの入居定員は６人以下とすることが望ましいこ

と。 

ア 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場

の提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業又は地域の関係機関

と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこと。具体的には、指定地域定着支援

事業や指定短期入所事業、若しくは、「地域生活支援事業の実施について」（平成 18

年８月１日障発第 0801002 号）の別紙１「地域生活支援事業実施要綱」の別記 11 の

(8)イの（イ)のコーディネート事業又はこれらに準ずるものを指定共同生活援助事



業と併せて実施することが考えられる。 

イ アの機能を当該共同生活住居に付加的に集約して整備することが障害福祉計画に

地域生活支援拠点の整備の一環として位置づけられていること 

ウ １つの建物であっても、入り口（玄関）が別になっているなど建物構造上、共同

生活住居ごとの独立性が確保されていること 

エ １つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が20人以下（短期入所（空

床利用型を除く。）を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む。）であること 

④サテライト型住居と一体として運営される本体住居及びサテライト型住居については、

サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けることができるよう、それぞれの住

居に必要な通信機器を設けるものとすること。なお、当該通信機器については、必ず

しも当該本体住居に設置され固定されている必要はなく、携帯電話等であっても差し

支えないこと。 

⑤一の共同生活住居の入居定員は、次のとおりとする。 

ア 平成18年10月１日以降新規に設置する場合 

２人以上10人以下 

イ 既存の建物を共同生活住居として利用する場合 

２人以上20人以下 

ウ 都道府県における指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助の

量が、都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であって、都道府県

知事が特に必要と認めた場合 

21人以上30人以下 

エ 都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、入居定員が 10人以上の既存の

共同生活住居を改築する場合であって、近隣の住宅地等に新たに土地を確保できな

いなど改築後に共同生活住居を複数に分けて設置することが極めて困難であると都

道府県知事が認めた場合 

2 人以上 30 人以下（ただし、改築後の共同生活住居の入居定員は、改築する時点

の当該共同生活住居の入居定員と同数を上限とする） 


